
JP 2011-504874 A5 2012.1.19

10

20

30

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】平成24年1月19日(2012.1.19)

【公表番号】特表2011-504874(P2011-504874A)
【公表日】平成23年2月17日(2011.2.17)
【年通号数】公開・登録公報2011-007
【出願番号】特願2010-520356(P2010-520356)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｋ  31/7105   (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  31/7088   (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  45/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  43/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  47/44     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  47/42     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  47/36     (2006.01)
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【手続補正書】
【提出日】平成23年11月22日(2011.11.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
以下の（ａ）と（ｂ）との複合体：
（ａ）カイロミクロン又はカイロミクロンレムナントへの導入物質が結合した、標的遺伝
子の発現を抑制する核酸；
（ｂ）カイロミクロン。
【請求項２】
カイロミクロンが、内因性カイロミクロンであることを特徴とする、請求項１に記載の複
合体。
【請求項３】
物質が、脂溶性ビタミン又はコレステロールであることを特徴とする、請求項１又は２に
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記載の複合体。
【請求項４】
脂溶性ビタミンがビタミンＥであることを特徴とする、請求項３に記載の複合体。
【請求項５】
核酸が、ｓｉＲＮＡ、ｓｈＲＮＡ、アンチセンスオリゴヌクレオチド、アンタゴｍｉｒ、
核酸アプタマー、リボザイム及びデコイからなる群から選択される１種又は２種以上の核
酸であることを特徴とする、請求項１～４のいずれかに記載の複合体。
【請求項６】
核酸が、ｓｉＲＮＡであることを特徴とする、請求項５に記載の複合体。
【請求項７】
核酸が、抗ＲＮａｓｅ処理されたＲＮＡであることを特徴とする、請求項１～６のいずれ
かに記載の複合体。
【請求項８】
抗ＲＮＡｓｅ処理が、２’Ｏメチル化処理及び／又はチオリン酸化処理であることを特徴
とする、請求項７に記載の複合体。
【請求項９】
請求項１～８のいずれかに記載の複合体を有効成分とする、標的遺伝子の発現抑制剤。
【請求項１０】
カイロミクロン又はカイロミクロンレムナントへの導入物質が結合した、標的遺伝子の発
現を抑制する核酸を有効成分とし、脊椎動物において内因性カイロミクロン又はカイロミ
クロンレムナントの生産が誘導されている条件下で、前記脊椎動物に投与されることを特
徴とする、標的遺伝子の発現抑制剤。
【請求項１１】
条件が、脊椎動物に脂質が投与されてから１２時間以内の条件である、請求項１０に記載
の標的遺伝子の発現抑制剤。
【請求項１２】
脂質の投与が経口摂取の形態で行なわれる、請求項１１に記載の標的遺伝子の発現抑制剤
。
【請求項１３】
脊椎動物において内因性カイロミクロン又はカイロミクロンレムナントの生産が誘導され
る前に、前記脊椎動物にＬＰＬ阻害剤を投与することを含む、請求項１０～１２のいずれ
かに記載の標的遺伝子の発現抑制剤。
【請求項１４】
脊椎動物に核酸を投与する前に、前記脊椎動物にＬＰＬ及び／又はヘパリンを投与するこ
とを含む、請求項１０～１３のいずれかに記載の標的遺伝子の発現抑制剤。
【請求項１５】
脂質を投与する前に、脊椎動物を飢餓状態にすることを含む、請求項１０～１４のいずれ
かに記載の標的遺伝子の発現抑制剤。
【請求項１６】
脊椎動物において内因性カイロミクロン又はカイロミクロンレムナントの生産が誘導され
ている条件下で、前記脊椎動物に投与されることを特徴とする、請求項９に記載の標的遺
伝子の発現抑制剤。
【請求項１７】
条件が、脊椎動物に脂質が投与されてから１２時間以内の条件である、請求項１６に記載
の標的遺伝子の発現抑制剤。
【請求項１８】
脂質の投与が経口摂取の形態で行なわれる、請求項１７に記載の標的遺伝子の発現抑制剤
。
【請求項１９】
脊椎動物において内因性カイロミクロン又はカイロミクロンレムナントの生産が誘導され
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る前に、前記脊椎動物にＬＰＬ阻害剤を投与することを含む、請求項１６～１８のいずれ
かに記載の標的遺伝子の発現抑制剤。
【請求項２０】
脊椎動物に核酸を投与する前に、前記脊椎動物にＬＰＬ及び／又はヘパリンを投与するこ
とを含む、請求項１６～１９のいずれかに記載の標的遺伝子の発現抑制剤。
【請求項２１】
脂質を投与する前に、脊椎動物を飢餓状態にすることを含む、請求項１６～２０のいずれ
かに記載の標的遺伝子の発現抑制剤。
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